
 

資料２ 

令和２年度期 北海道総合開発委員会 審議体制（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 

【北海道総合開発委員会条例抜粋】 

（設置） 

第１条 北海道の有する豊かな資源を有効に利用し、及び開発して産業を振興するととも

に、生活、文化等に関する施策を推進し、もって道民福祉の向上を図る見地から、

北海道に関する総合的な計画を作成し推進するため、知事の附属機関として、北海

道総合開発委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 

（専門部会） 

第６条 委員会に委員会の決定により専門部会を置くことができる。 

 

【北海道総合開発委員会条例施行規則】 

（専門部会） 

第５条 専門部会は、委員長が指名する委員、臨時委員、顧問及び参与をもって組織する。 

２ 専門部会は、その所掌に係る専門の事項及び委員会から付託された事項について、 

調査審議する。 

３ 専門部会に部会長及び副部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから互選する。 

４ 部会長は、専門部会を代表し、議事その他専門部会の事務を処理する。 

５ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

６ 第２条及び前条の規定は、専門部会の会議について準用する。この場合において、 

これらの規定中「委員会」とあるのは「専門部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」

と、「委員の」とあるのは「部会員の」と読み替えるものとする。 

 

北海道総合開発委員会 

北海道総合開発委員会計画部会 

付託事項：総合計画の見直しに関すること 

付託 

委員人数：１５人 

部会員数：７人 



（五十音順・敬称略）

北
きた

裕 幸
ひ ろ ゆ き

国立大学法人北海道大学大学院情報科学研究院教授

小 林
こ ば や し

良 輔
りょうすけ 北海道経済連合会常務理事

佐 藤
さ と う

誠 之
せ い ゆ き

公益社団法人北海道観光振興機構専務理事

髙 橋
た か は し

清
きよし 国立大学法人北見工業大学地域未来デザイン工学科教授

武 野
た け の

伸 二
し ん じ 一般社団法人北海道消費者協会専務理事

森 崎
も り さ き

三 記 子
み き こ 株式会社MOKA．代表取締役

釧路モカ女性プロジェクト代表

山 本
や ま も と

強
つよし 国立大学法人北海道大学産学・地域協働推進機構特任教授

令和２年度期　北海道総合開発委員会 計画部会名簿(案）
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